
民事手続法における現代的課題の研究

・法学部法律学科 教授・博士（法学）佐藤優希
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・志學館大学（鹿児島）を経て2011年に東北学院大学に赴任。

・民事訴訟法における情報開示や証拠収集をテーマにした研究を行っています。また、
近年の民事執行法改正で、子の引渡しに関する強制執行の規定が新たに設けられた
ことによる実務上の影響や実効性について研究しています。さらに、国際的な子の
引渡しの強制執行についても研究しています。
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